
 

議

案

第

十

号

 

港

区

行

政

委

員

会

の

委

員

及

び

非

常

勤

の

監

査

委

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

 

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

八

年

二

月

十

七

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

港

区

行

政

委

員

会

の

委

員

及

び

非

常

勤

の

監

査

委

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

 

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

港

区

行

政

委

員

会

の

委

員

及

び

非

常

勤

の

監

査

委

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

 

年

港

区

条

例

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

４ 

月

額

報

酬

を

受

け

る

委

員

長

又

は

委

員

が

、

疾

病

そ

の

他

の

事

由

に

よ

り

月

の

初

日

か

ら

そ

の

月

の

末

日

 

 

ま

で

の

間

職

務

に

従

事

し

な

か

つ

た

と

き

は

、

そ

の

月

分

の

報

酬

は

、

支

給

し

な

い

。

 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 



 

（

説 

明

）

 

 
行

政

委

員

会

の

委

員

等

が

月

を

通

じ

て

職

務

に

従

事

し

な

か

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

月

分

の

月

額

報

酬

 

を

支

給

し

な

い

こ

と

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


